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2.3.7 放射性廃棄物 

特定原子力施設内の放射性廃棄物について想定されるリスクとしては，汚染水等の放射

性液体廃棄物の系外への漏えいが考えられるが，以下に示す様々な対策を行っているため，

特定原子力施設の系外に放射性液体廃棄物が漏えいする可能性は十分低く抑えられている。

なお，汚染水の水処理を継続することで放射性物質の濃度も低減していくため，万一設備

から漏えいした場合においても，環境への影響度は継続的に低減される。 

【設備等からの漏えいリスクを低減させる対策】 

・耐圧ホースのポリエチレン管化 

・多核種除去設備等により，汚染水に含まれるトリチウム以外の放射性物質を，東京電

力福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な

事項を定める告示（以下「告示」という。）に規定される濃度限度との比の総和が 1未

満となるよう浄化処理した水（以下「ALPS処理水」という。）の海洋放出による，ALPS

処理水等を貯蔵するタンク（以下「中低濃度タンク」という。）の解体・撤去 

【漏えい拡大リスクを低減させる対策】 

・中低濃度タンク廻りの堰，土嚢の設置 

・放水路の暗渠化 

・漏えい検知器，監視カメラの設置 

また，放射性気体廃棄物については，原子炉格納容器内の温度上昇時の放出がリスクと

して考えられるが，これについては燃料デブリに関する注水停止のリスク評価に包含され

ている。放射性固体廃棄物等については，流動性，拡散性が低いため，敷地内の特定原子

力施設からの直接線・スカイシャイン線に関するリスク評価に包含されている。 

 


